安城市下水道事業ウォーターＰＰＰ（レベル３．５）導入支援業務
公募型プロポーザル実施要領

この要領は、安城市下水道事業ウォーターＰＰＰ（レベル３．５）導入支援業務委託について、公募型プロポーザル方式により契約候補者の選定を行うため、次のとおり公募する。

１　業務概要
[bookmark: _Hlk223420192]（１）業務名　
安城市下水道事業ウォーターＰＰＰ（レベル３．５）導入支援業務委託
（２）業務の目的
[bookmark: _Hlk222150184][bookmark: _Hlk221818284]　　　本業務は、本市における下水道事業ウォーターＰＰＰ（レベル３．５）（以下「本事業」という。）の令和８年度中の事業者公募開始に向け、令和７年度に実施したウォーターＰＰＰ（レベル３．５）導入可能性調査支援業務の成果（以下「過年度成果」という。）をもとに、実施方針、要求水準、事業者選定基準など、本事業の導入に必要な書類作成の支援を目的とする。
（３）業務期間
　　　契約締結日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで
　　　ただし、令和８年１０月上旬に実施方針（案）及び要求水準書（案）を公表するため、９月上旬までに公表資料の整理を必要とする。
（４）業務内容
　　　別紙「仕様書」のとおり
（５）提案上限額
　　　本業務における提案上限額は、１９，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。
　　　なお、本業務の成果をもとに、発注者が本事業に関する契約締結者との引継ぎの完了までを、本業務の受注者に委託する場合は、本業務受注者と随意契約できるものとする。ただし、本業務の成績や次年度以降の予算措置の状況により契約を保証するものではない。

２　業務所管部署
〒４４６－８５０１
愛知県安城市桜町１８番２３号　安城市役所西庁舎２階
安城市上下水道部下水道課工務係　担当者　石川
電話：０５６６－７１－２２４８　
メールアドレス：gesui@city.anjo.lg.jp

３　参加資格要件
　　本プロポーザルに参加する者は、審査基準日において、次に掲げる各号に示した要件を満たした単独企業又は複数の企業により構成される共同企業体とする。
（１）単独企業及び共同企業体構成企業の共通の資格要件
　　ア　安城市契約規則第５条第３項に基づく競争入札参加資格名簿に掲載されていること。
　　イ　公告日から契約締結日までに、安城市工事請負業者等に係る入札参加資格停止要綱に基づく入札参加資格停止を受けていないこと。
　　ウ　地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
　　エ　公告日から契約締結日までに、「安城市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年３月３０日付け安城市長・愛知県安城警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。
　　オ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
（２）単独企業及び共同企業体の代表者の資格要件
　　　過去１０年間（平成２８年度から令和７年度まで）に完了した、次に掲げる業務について、元請として完了した実績を有すること。
　　　国又は地方公共団体等が発注する下水道分野のＰＰＰ/ＰＦＩ（公民連携）に関する事業者選定等導入支援（以下「同種業務」という。）又は、ＰＰＰ/ＰＦＩ（公民連携）に関する事業者選定等導入支援（以下「類似業務という。」）に関する業務
（３）共同企業体の資格要件
　　ア　共同企業体の結成要件は、次のとおりとする。
（ア）共同企業体は、複数の企業により自主的に結成されたものであること。
（イ）各構成企業は、本業務において参加する他の共同企業体の構成企業でないこと。
（ウ）各構成企業は、本業務において単独企業として参加していないこと。
　　イ　共同企業体の代表者は、本プロポーザルに参加する代表者とすること。
[bookmark: _Hlk221610113]　　ウ　共同企業体の構成企業は、その分担業務ごとに、担当技術者を配置することとし、共同企業体の構成企業に所属する管理技術者及び照査技術者を配置すること。
[bookmark: _Hlk222150746]（４）参加資格要件の審査基準日
[bookmark: _Hlk158709615]　　　参加資格要件の審査基準日は、参加表明書提出期限の日とする。ただし、契約締結日までの期間において、資格要件を満たさなくなった場合は、参加資格を無効とする。

４　実施スケジュール
　　本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。ただし、都合により日程を変更する場合は、本市公式ウェブサイト（本実施要領が掲載されているページ）にて公表する。
	項目
	日程

	[bookmark: _Hlk160024534]公募型プロポーザルの公告
	令和８年４月１日（水）

	質問の受付期間
	[bookmark: _Hlk221610283]令和８年４月１日（水）から
４月１３日（月）午後５時まで（必着）

	質問の回答
	令和８年４月１７日（金）までに公表

	参加表明書等の提出期限
	令和８年４月２１日（火）午後５時まで（必着）

	[bookmark: _Hlk222128189]資格審査の結果通知
	令和８年４月２３日（木）

	[bookmark: _Hlk221610408]企画提案書の提出期限
	令和８年５月１２日（火）午後５時まで（必着）

	審査（プレゼンテーション）
	令和８年５月１９日（火）

	契約候補者の決定・審査の結果通知
	審査終了後

	契約締結
	令和８年６月１日（月）



５　質問及び回答
[bookmark: _Hlk221611274]（１）質問の方法
　　　質問書（様式３）に内容を簡潔にまとめて記載し、件名を「安城市下水道事業ウォーターＰＰＰ（レベル３．５）導入支援業務に関する質問」と明記の上、郵送又は電子メールにより提出し、その後、業務所管部署へ電話により提出状況の報告を行うこと。なお、電話、口頭等による質問は受け付けない。
（２）質問受付期間
　　　令和８年４月１日（水）から令和８年４月１３日（月）午後５時まで（必着）
（３）質問に対する回答
[bookmark: _Hlk223713988][bookmark: _Hlk224047634]　　　質問及び回答は令和８年４月１７日（金）までに本市公式ウェブサイト（本実施要領が掲載されているページ）にて公表する。

６　参加表明書等の提出
　　本プロポーザルに参加しようとする者は、次による参加表明書等を提出すること。



（１）提出書類
	書類名
	提出部数

	参加表明書（様式１）
	正本１部

	会社概要
	正本１部

	業務実績（様式２）
	正本１部

	配置予定技術者の経歴等（様式２－１）
	正本１部

	共同企業体の場合は協定書の写し
	正本１部


（２）提出方法
　　　提出方法は、郵送又は持参とする。
　　　郵送の場合は、書留郵便又は配達証明付き郵便に限るとともに、郵送した旨の連絡を業務所管部署まで電話にて伝えること。なお、発注者は郵便事故等いかなるトラブルについて一切の責任を負わない。
持参の場合は、事前にその旨を電話にて伝えること。
（３）提出先
　　　安城市上下水道部下水道課工務係
[bookmark: _Hlk221611205]（４）提出期限
　　　令和８年４月２１日（火）午後５時まで(必着)

７　資格審査の結果の通知
　　資格審査の結果については、令和８年４月２３日（木）に参加表明書記載の電子メールアドレス宛に通知する。

８　企画提案書等の提出
　　資格審査の結果、参加資格を有する旨の通知を受けた者は、次のとおり書類を作成のうえ、様式４を付したうえで提出するものとする。なお、提案は各者１案とする。
（１）提出書類
	書類名
	提出部数

	企画提案書

	正本１部（様式４）、副本６部
令和８年度見積書及び見積内訳書１部
令和９年度参考見積書及び見積内訳書１部

	出席者名簿

	正本１部、副本６部


（２）書類作成の留意事項
　　　企画提案書の様式は任意とするが、仕様書を踏まえつつ、取り巻く環境の変化や事業診断等に関して、次の区分に従い、考え方や提案を記載すること。

	区分
	記載事項

	１
	業務実績に関すること
	[bookmark: _Hlk223369982]・国又は地方公共団体等における同種業務又は類似業務の実績について。
・実績は過去１０年間（平成２８年度から令和７年度まで）に完了した業務とする。
・記載の業務は、同種業務、類似業務あわせて３件までとする。
[bookmark: _Hlk223370085]※同種業務とは、下水道分野のＰＰＰ/ＰＦＩ（公民連携）に関する事業者選定等導入支援の実績とする。
[bookmark: _Hlk223370137]※類似業務とは、ＰＰＰ/ＰＦＩ（公民連携）に関する事業者選定等導入支援の実績とする。
・様式２の表を引用して記載するものとし、画像等を貼り付ける場合も含め、１件につきＡ４版１枚に記載する。その際、表題を「同種業務実績」又は「類似業務実績」とすること。
・当該業務の契約書の写し又は、業務内容を証明することができる書類を参考資料として添付すること。

	２
	業務実施計画に関すること
	（１）業務実施方針
	・本業務の目的達成に必要な事項である課題とそれに対する取り組みについて具体的に記載すること。

	
	
	（２）工程計画
	・本業務の実施スケジュール、また、実施スケジュールの効率性・実効性をどのように確保するか記載すること。

	
	
	（３）業務実施体制
	・本業務を実施するための人員及びその体制について記載すること。また、具体的な作業分担等を記載すること。
・配置予定技術者の有する実績については別途提出する様式２－１に詳細を記載すること。

	３
	仕様書各業務に関すること
	（１）実施方針（案）及び要求水準書（案）の修正
	[bookmark: _Hlk221611775]・過年度成果の実施方針（案）及び要求水準書（案）を下水道事業単独にした内容への修正、国の新たな施策を反映する具体的な実施方法を記載すること。

	
	
	（２）実施方針（案）、要求水準書（案）の公表及び各質問事項への回答に係る支援
	・実施方針（案）、要求水準書（案）の公表及び各質問事項への回答について、具体的な支援方法を記載すること。

	
	
	（２）契約書（案）の作成
	・契約書（案）の作成について、作成手順や検討内容、組織体制を記載すること。

	
	
	（３）モニタリング方法の検討
	・モニタリング方法の検討について、具体的な手法や体制を記載すること。

	
	
	（４）財政効果の時点修正
	・過年度成果のＶＦＭの時点修正の方法について、人件費及び物価高騰の影響等を反映したＶＦＭの具体的な示し方を記載すること。

	
	
	（５）事業者選定基準に関する支援
	・事業者選定基準に関する支援及び事業者を選定する審議会における支援について、具体的に記載すること。

	
	
	（６）本事業の企画提案書の評価基準に関する支援
	・本事業の企画提案書の評価基準に関する支援について、具体的に記載すること。

	４

	見積に関すること
	見積書
	・本業務の見積書及び見積内訳書を作成すること。




	[bookmark: _Hlk223955444]５
	本事業開始までの支援に関すること

	（１）参考見積書
	・令和９年度に実施予定の導入支援業務について、必要業務内容、参考見積金額及び見積内訳書を具体的に記載すること。
[令和９年度業務内容]
・公募支援
・事業者選定支援
・優先交渉権者との協議支援（契約締結者との引継ぎの完了まで）

	
	
	（２）人員配置
	・令和９年度に実施予定の導入支援業務について、継続的な人員配置や支援体制などについて具体的に記載すること。
・管理技術者、照査技術者とも同種業務、類似業務あわせて３件までとする。



　　ア　用紙は、原則Ａ４版両面使用とする。縦横の向きは指定しない。ただし、図面等の表現の都合上、用紙及び記述の方法を一部変更することは差し支えないものとする。
　　イ　企画提案書の枚数は、１５ページ以内とする。ただし、表紙、目次、区分１、様式２－１、参考見積書及び見積内訳書は除く。
　　ウ　ページ番号は、表紙及び目次を除き通し番号とし、各ページの下部に印すること。
　　エ　記載内容については、文書又は図等で簡潔、明瞭に表現すること（専門用語はできる限り避け、平易な表現とする）。また、文字は注記等を除き、原則として１１ポイント以上の大きさとすること。
[bookmark: _Hlk223964804]　　オ　見積書及び見積内訳書は、本業務に要する経費について、仕様書による各業務及び提案内容に基づき、適正に積算すること。なお、積算にあたっては、提案項目ごとの直接経費、提案項目に共通して生じる経費、消費税及び地方消費税を記載し、各積算項目の内容についても記載すること。
　　カ　参考見積書及び見積内訳書は、令和９年度に実施予定の導入支援業務に要するすべての経費を見積もった上で記載すること。なお、積算にあたっては、提案項目ごとの直接経費、提案項目に共通して生じる経費、消費税及び地方消費税を記載し、各積算項目の内容についても記載すること。
[bookmark: _Hlk223713947]　　キ　提出書類とは別に、ＰＤＦデータで一式作成し、ＣＤ－Ｒ等の媒体に格納し提出すること。なお、ＣＤ－Ｒ等の媒体は返却しない。
　　ク　資格審査の結果、参加資格を有すると認められた者には、企画提案書を作成するにあたり、過年度成果資料（一部抜粋）を貸与する。
　　ケ　貸与資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、この検討範囲内であっても、発注者の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、又は、内容を提示してはならない。
（３）提出方法
　　　提出方法は、郵送又は持参とする。
　　　郵送の場合は、書留郵便又は配達証明付き郵便に限るとともに、郵送した旨の連絡を業務所管部署まで電話にて伝えること。なお、発注者は郵便事故等いかなるトラブルについて、一切の責任を負わない。
持参の場合は、事前にその旨を業務所管部署まで電話にて伝えること。
（４）提出先
　　　安城市上下水道部下水道課工務係
[bookmark: _Hlk221612407]（５）提出期限
　　　令和８年５月１２日（火）午後５時まで（必着）
（６）企画提案の無効
　　　次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。
　　ア　民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案。
　　イ　誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案。
　　ウ　審査の公平性を害する行為を行った場合。
　　エ　企画提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合。
　　オ　企画提案書が仕様書等に示された条件に適合しない場合。
　　カ　見積額が本業務の提案上限額を超えている場合。
（７）辞退
　　　参加表明書等を提出した後に、提案を辞退する場合は、辞退届（様式５）を提出すること。なお、参加表明書等の提出期限後から契約締結までに参加資格の要件を満たさなくなった場合についても辞退届を提出するものとする。

９　審査（プレゼンテーション）
　　審査（プレゼンテーション）（以下「プレゼンテーション」という。）は、自由形式とし、提案書の説明、表現を補足する追加説明とし、その後、選定委員会の委員によるヒアリングを実施する。
（１）開催日　令和８年５月１９日（火）
（２）場所　安城市役所
（３）プレゼンテーションの時間は、１者につき５０分（準備５分、説明時間を２５分、ヒアリング（質疑応答）１５分、片付け・退出５分）を目安に実施する。
（４）本業務の担当予定の責任者が主体的にプレゼンテーションすること。また、出席人数は５名以内とする。なお、企画提案書提出時に、出席者名簿（氏名・所属・役職等）及び、本業務の配置予定技術者に関する詳細を様式２－１により提出すること。
（５）プロジェクター、スクリーン等を使用する場合は、企画提案書の提出時に業務所管部署へ申し出ること。なお、プレゼンテーションに必要なパソコンなどのデバイスは提案者にて用意するものとし、接続ケーブルなどの互換性について併せて確認すること。
（６）プレゼンテーションの実施順は、企画提案書の受付順とする。
（７）プレゼンテーションは非公開で実施する。
（８）説明は提出された企画提案書に基づき実施するものとし、説明用のスライドを除く追加資料の持ち込みは控えること。
（９）質疑に対する応答はプレゼンテーション内で行い、持ち帰りはしないこと。

１０　選定委員会
　　　選定委員会の委員は、資格審査、プレゼンテーション及びその審査に参加し、本業務について適切に審査を行える者５名を選定する。

１１　契約候補者の選定
　　　本プロポーザルは、選定委員会によって契約候補者を選定する。
（１）各提案者から提出された企画提案書をもとに、提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行い、総合的な評価が最も高い提案者を契約候補者として選定する。
（２）「別表：評価基準」をもとに、委員がプレゼンテーションの内容について審査を行う。
（３）委員ごとに評価し、その合計点が高い順に順位をつけ、第１位とした委員を最も多く獲得した事業者を契約候補者、2番目に多く獲得したものを次点者として選定する。
（４）同数の場合は、各委員の合計点を集計した点数（総合計点）が最も高いものを契約候補者、その次に高いものを次点者とする。
（５）契約候補者が辞退した場合、又は契約候補者がその資格を喪失した場合は、次点者を契約候補者とする。
[bookmark: _Hlk224127348]（６）提案者が１者の場合であってもプレゼンテーションは実施し、評価基準における最低基準点（評価配点の上限点（満点）に委員数を乗じた評価配点合計の６０％）以上の評価点を得た場合は、その提案者を契約候補者として選定する。

１２　審査の結果通知
　　　審査結果は、プレゼンテーション参加者に電子メールにて通知する。また、審査結果の通知後、本市公式ウェブサイト（本実施要領が掲載されているページ）において結果を公表する。なお、審査結果に対する問い合わせ及び異議申し立てには応じない。

１３　契約の締結
（１）市は、契約候補者と提出された企画提案書の記載事項を踏まえた協議を行い、協議が整った場合に、提案上限額の範囲内で、地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号の規定に基づく随意契約により、本業務の委託契約を締結する。
（２）契約候補者の決定から契約締結までの間に、地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく安城市の入札参加の制限を受けた場合は、契約を締結しないこととする。
（３）契約書は、２通作成し、発注者及び受注者の双方が各１通を保有する。契約金額は、消費税及び地方消費税を内訳書で記載するものとする。なお、契約書の作成に要する費用は、全て受注者の負担とし、契約を変更する場合についても同様とする。

１４　留意事項
（１）企画提案書の著作権については、次のとおり取り扱うものとする。
　　ア　企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、契約を締結した者の企画提案書については安城市に帰属する。
　　イ　市は、本プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書の全部又は一部の複製等を行うことができるものとする。
（２）提出された書類は、契約候補者の選定以外の目的には無断で使用しない。
（３）本市から受領又は閲覧した資料は、本市の了解なく公表又は使用してはならない。
（４）提案内容に含まれる特許権など、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、発生した責任は各提案者が負う。
（５）本プロポーザルに係る一切の費用は、全て各提案者の負担とする。
（６）提出期限後の企画提案書の追加、変更、差替え及び再提出は認めない。
（７）本市が提示する資料、実施要領に関する質問の回答書等は、本実施要領と一体となすものとする。
[bookmark: _Hlk159850468]（８）提出書類について安城市情報公開条例（平成１２年安城市条例第４９号）第６条に基づく開示請求があったときは、一般社員の氏名及び経歴、見積の詳細な積算内容等、同条例第７条各号に規定する非開示情報を除き、原則としてこれを開示することとなるので、非開示としてほしい情報がある場合は、あらかじめ非公開としてほしい項目及びその理由を書面で提出すること。ただし、当該項目及び理由が同条例第７条各号に該当すると認めがたい場合は、開示することがある。
（９）本業務の受注者（共同企業体の構成企業を含む。）は、本事業の事業者公募において、応募企業及び共同企業体の構成企業として参加することはできない。



別表：評価基準
	[bookmark: _Hlk223423123]評価項目
	評価基準
	評価点

	
	
	

	業務実績
	[bookmark: _Hlk221613680]業務実績
（様式２）
	・本業務に対して同種業務又は類似業務のＰＰＰ/ＰＦＩ案件の調査、検討、支援の実績（同種業務、類似業務あわせて３件まで）
同種業務の実績：３件１２点　２件８点　１件４点
類似業務の実績：３件２点　２件１点　１件１点
・過去３年以内の実績：２点
・横断的な分野の調査や、国の発注する研究業務の実績等、高度な能力を有している：１点
	１５

	業務実施計画
	（１）実施方針
	・本業務の目的達成に必要な事項が具体的に示されているか。
	５

	
	（２）工程計画
	・本業務の業務期間内のスケジュールが目標達成に対して的確か。
・本事業の導入を達成するための工程を理解しているか。
	１０

	
	（３）実施体制（様式２－１）
	・本業務を的確に実施するための取組体制が十分か。２点
・管理技術者について実績（同種業務、類似業務あわせて３件まで）を有しているか。
・照査技術者について実績（同種業務、類似業務あわせて３件まで）を有しているか。
同種業務の実績：３件３点　２件２点　１件１点
類似業務の実績：３件２点　２件１点　
過去３年以内の実績：１点
	１０

	業務実施方法
	（１）公民連携スキームの詳細検討、整理すべき事項に関する提案
	・本業務を進めるうえで、検討・整理すべき内容として提案されたものが効果的・効率的な手法であるか。
・専門的知見に基づく具体的な提案があるか。

	１０

	
	（２）財政効果の検討
	[bookmark: _Hlk221614019]・本市直営での概算事業費の試算に必要な作業内容や方針が具体的に示されているか。
・人件費及び物価高騰への影響についての作業内容が具体的に示されているか。
	５

	
	（３）有益な提案
	・業務に関して、付加価値のある有益な提案がされているか。
	５

	プレゼンテーション
	（１）プレゼンテーション
	・企画提案書の内容がわかりやすく説明され、説得力があるか。
本業務への積極的な意欲があるか。
	１５

	
	
	
	

	
	（２）質疑応答
	・質問の趣旨を理解し、的確に回答しているか。
	５

	価格点
	見積書
	・提案に対し、価格が適正であるか。
※最低見積価格/当該業者の見積価格×２０点
なお、小数点以下の端数は、切り捨てとする。
	２０
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